
地域密着型サービス希望事業者の募集をします 

 
「地域密着型サービス」を区内で立ち上げる場合､区で期間を定めて希望事業者を

募集しています。平成２２年度第２回目の希望事業者の募集を以下の内容で実施し

ますので、ご希望のある事業者におかれましては、担当までご連絡いただきますよ

うお願いします。 
 

記 
 
１ 今回募集する圏域・サービス名 

   以下の表の範囲内であって、平成２２年度中に事業立上げに着手可能な計画で

あれば応募できます。 

対象とする日常生活圏域 

サービス名 
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小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地域密着型老人福祉施設 
（小規模特別養護老人ホーム） ○  ○ ○    

認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム）  ○  ○  ○  

○  ○ ○ ○  ○ 
認知症対応型通所介護 
（認知症デイサービス） ※○印の無い圏域においても希望があれば 

応募可能です。 

地域密着型特定施設 ※圏域を定めていないので、具体的計画が 
あればご相談ください。 

※認知症高齢者グループホームと他の地域密着型サービスとの併設施設の計画 
については、認知症高齢者グループホームの募集圏域以外の圏域であっても、 
ご相談ください。 
 
 
 



２ 応募の方法 

   希望がある場合は、以下の担当まで電話でご連絡ください。応募に必要な計画

書の書式を送付します。 

  【担当】江戸川区役所 福祉部 福祉推進課 計画係   
  【電話】５６６２－１２７５ 向後・村上 

【区への連絡】 
平成 22 年 9 月 24 日(金)まで  

【計画書の提出期間】 
平成 22 年 8 月 16 日(月)から平成 22 年 9 月 30 日(木)まで  

 

３ 応募にあたっての留意事項（必ずお読みください） 

 ① 日常生活圏域の内容 

     区で定めた日常生活圏域の内容は、「第４期介護保険事業計画」１９頁を参照

してください。また、日常生活圏域早見表もご活用ください。 
※介護保険事業計画は、「区ホームページ」→「暮らしのガイド」→「福祉」→

「介護保険」→「介護保険のページをご覧ください」→「条例計画など」 
から閲覧できます。 

 ② 応募の資格 

    ・当該サービスを運営する予定の法人であること（運営事業者未定の状態では

応募不可）。 
    ・施設整備を行う場所について一定の目途が立っていること。 

 ③ 候補事業者の選定（応募以降の流れ） 

     応募のあった事業者に対して、別途計画内容のヒアリングを行います。その

後「地域密着型サービス運営委員会」での意見聴取を行ったうえで、選定され

た事業者を「候補事業者」として事業者指定の対象とします。１圏域に複数の

計画が出た場合は、プレゼンテーション等を実施する場合があります。 
    なお、計画内容のヒアリングは、１０月上旬を予定しています。 

 ④ 施設整備の補助 

     施設整備の補助がなければ成立しない計画は当面保留扱いとさせていただき

ますのでご留意願います。 
     なお、建物をオーナーが建設し、運営事業者がその物件を借りる形態（い     

わゆるオーナー創設型）は、補助の対象とはならないのであらかじめご承知お

き願います。 



 ⑤ 地域密着型特定施設 

地域密着型特定施設は、定員２９名以下の介護専用型の施設です。入居者が

江戸川区民に限定される等の制限がありますので、あらかじめ十分な検討を行

ったうえで計画書を提出するようお願いします。 

⑥ その他 

その他ご不明の点は担当までご連絡ください。 

 

４ 平成２２年度の募集スケジュールについて 

  今回の募集で候補事業者が選定されなかった日常生活圏域・サービスに対して、

以下のスケジュールで追加募集を実施する予定です。 

 【募集期間】（予定） 

  第３回 １２月～１月 

  なお、募集した全ての日常生活圏域・サービスの候補事業者が選定された場合、

年度途中であっても以後の募集は実施いたしませんので、ご了承願います。 



〈５０音順〉 〈圏域別〉 H21.12.1現在
行名 住所 圏域名 圏域名 住所
あ 一之江 区民課 中央

一之江町 葛西北 松島
宇喜田町 葛西北 松江
江戸川１～３丁目・４丁目１～１４ 東部 東小松川
江戸川４丁目１５～２５ 区民課 西小松川町
江戸川５丁目・６丁目 葛西北 大杉
大杉 区民課 西一之江
興宮町 区民課 春江町４丁目

か 上一色 区民課 上一色
上篠崎 鹿骨 本一色
北葛西 葛西北 一之江
北小岩 小岩 西瑞江４丁目１～２・１０～２７
北篠崎 鹿骨 江戸川４丁目１５～２５
小松川 小松川 松本

さ 鹿骨 鹿骨 興宮町

鹿骨町 鹿骨 小松川

篠崎町３～６丁目 東部 平井

篠崎町１・２・７・８丁目 鹿骨 春江町５丁目
下篠崎町 東部 西瑞江５丁目
清新町 葛西南 江戸川５丁目・６丁目

た 中央 区民課 一之江町
な 中葛西１・２丁目 葛西北 二之江町

中葛西３～８丁目 葛西南 船堀
新堀 鹿骨 宇喜田町
西一之江 区民課 東葛西１～３丁目
西葛西１丁目 葛西北 西葛西１丁目
西葛西２～８丁目 葛西南 中葛西１・２丁目

西小岩 小岩 北葛西

西小松川町 区民課 東葛西４～９丁目
西篠崎 鹿骨 西葛西２～８丁目
西瑞江２・３丁目・４丁目５～９ 東部 中葛西３～８丁目
西瑞江４丁目１～２・１０～２７ 区民課 南葛西
西瑞江５丁目 葛西北 清新町
二之江町 葛西北 臨海町

は 春江町１丁目 鹿骨 堀江町

春江町２丁目・３丁目 東部 東小岩
春江町４丁目 区民課 西小岩
春江町５丁目 葛西北 南小岩

東葛西１～３丁目 葛西北 北小岩

東葛西４～９丁目 葛西南 春江町２丁目・３丁目
東小岩 小岩 東瑞江
東小松川 区民課 西瑞江２・３丁目・４丁目５～９
東篠崎 東部 江戸川１～３丁目・４丁目１～１４
東篠崎町 東部 谷河内２丁目
東松本 鹿骨 下篠崎町
東瑞江 東部 篠崎町３～６丁目
平井 小松川 南篠崎町
船堀 葛西北 東篠崎町
堀江町 葛西南 東篠崎

本一色 区民課 瑞江

ま 松江 区民課 新堀
松島 区民課 春江町１丁目
松本 区民課 谷河内１丁目
瑞江 東部 鹿骨町
南葛西 葛西南 鹿骨
南小岩 小岩 上篠崎
南篠崎町 東部 篠崎町１・２・７・８丁目

や 谷河内１丁目 鹿骨 西篠崎
谷河内２丁目 東部 北篠崎

ら 臨海町 葛西南 東松本

鹿骨

江戸川区日常生活圏域早見表
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